
宇治・城陽・宇治田原・井手合併任意協議会   平成１８年度 予 算 

 

 

１．歳 入                                                                 ［単位：千円］ 

節 
款 項 目 予 算 額 

区   分 金   額 
説         明 

宇治市       ３，３２５ 

城陽市       ４，０２８ 

宇治田原町     １，４６７ 

1.分担金 1.分担金 1.分担金   １０，２４０ 1.各市町分担金  １０，２４０

井手町        １，４２０ 

2.諸収入 1.雑入 1.雑入        ５ 1.預金収入       ５  

計   １０，２４５   １０，２４５   

 
 
 
 
 
 
 
 

  



１－２．分担金内訳         

分担金内訳 構成比(%) 

      項目 

市町名 

平成１８年度 

分担金 

（千円）

計算値分担金 

（千円）

均等割 

（千円）

［３０％］ 

人口割 

（千円）

［７０％］ 

均等割(%) 人口割(%) 

人  口 

（平成 16年 10 月 1日） 

        （人） 

宇 治 市    ３，３２５  ７，８２５   １，１０５ ６，７２０ ２５．００ ６５．１２ １８９，７５５ 

城 陽 市 ４，０２８ ４，０２８ １，１０５ ２，９２３ ２５．００ ２８．３２ ８２，５１８ 

宇治田原町 １，４６７ １，４６７ １，１０５ ３６２ ２５．００ ３．５１ １０，２３２ 

井 手 町 １，４２０ １，４２０ １，１０５ ３１５ ２５．００ ３．０５ ８，９０１ 

合   計 １０，２４０ １４，７４０ ４，４２０ １０，３２０ １００．００ １００．００ ２９１，４０６ 

 
＊ 市町分担金の実際総額は事務経費１０，２４５千円から諸収入５千円を引いた１０，２４０千円とする。 
宇治・城陽・宇治田原・井手合併任意協議会事務局の事務専任職員（課長級）の人件費を９，０００千円と算定し、半額の４，５００千円を宇治市

が負担。 
残りの４，５００千円を宇治市・城陽市・宇治田原町・井手町で分担する。 
ただし、人件費部分を宇治・城陽・宇治田原・井手合併任意協議会において支出することは、地方自治法上不可能であるため、一旦分担金総額を    

１０，２４０千円＋４，５００千円＝１４，７４０千円として算定、実際総額１０，２４０千円から算定後の城陽市・宇治田原町・井手町分を確定

金額として控除した金額３，３２５千円を宇治市分担金とする。 
＊ 市町分担金人口割の根拠となる人口については、京都府推計人口の平成１６年１０月１日現在を使用する。 

  



２．歳 出                                        ［単位：千円］ 

節 
款 項 目 予 算 額 

区  分 金  額 
説    明 

報酬 １，０６０ 委員報酬         

旅費    ４６ 委員費用弁償 

1.会議費 1.会議費   １，１４１

需用費   ３５ 食糧費等 

需用費     ４１２ 消耗品、図書購入費等      

役務費      ７０ 通信運搬費     

使用料及び賃借料   ３４０ 事務機器借上料等   

1.事務費 

2.事務局費 1.事務局費   ２，４７５ 

 

 

負担金補助及び  

交付金 

１，６５３ 非常勤嘱託職員雇用負担金 

旅費    ２２９ 他府県調査等旅費 2．事業費 1.調査研究費 1.調査研究費   ６，５２９ 

委託料 ６，３００ 新都市建設基本構想策定・住民意

向調査委託料 

3．予備費 1.予備費 1.予備費     １００ 予備費    １００  

計  １０，２４５  １０，２４５  

 

  


